
一珊荊告示第１９３昜

下笥森躰について、森林経営管ミ法 （生成３０年法律第３５そ）第 ４条第１ 項の規定に

より経営管理権集積計画を定めたため、 鶚法第７条第 １項の規定によりか告する。

なお、定めた経営管ミ権集積牡画については、下記の場所において縦覧に供する。

令和 ７年１２ｙｘ　３　日

１ 経営管ミ権集積計画の筧象森林

別紙のと おり

記

ヅドｍＴＦ長　小Ｗ寺美

２　 縦覧場所

ゾドぢ産業加島弗課、 一や剔のホームページ

３　 権利の設定

本ぬ告により 、ノドぢに経営管理権が、 森林所有者に経営管理受益権がそれぞれ

設定される。



別紙

１　 経售鷽理権集積牡圃の筒象森林

整理

番号

Ｒ７一葉１

所在 ・覧番

ヅ珊宇小滝

２９－３

林班 ・小班

・鼈業班

一戸Ｆ７林班

９小班１ 座業班

地目

ほｉ積

（ｈａ）

ＬＬＩ林　　 ０． １９

経営管ミ権の

存続期間

告示の日 から

令皋］１３年 ３天ｊ３１日

備考


